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令和４年第５回美濃市議会定例会議案概要 

 

《提出議案》    専決処分  １件、補正予算  ７件、 

          条例制定  ５件、条例改正 １３件、 

意見書   ２件、そ の 他  １件      合計 ２９件 

 

議案番号 議案名 上程日 議決日 結果 

承第７号 
専決処分の承認について 

令和４年度美濃市一般会計補正予算（第７号） 
12月 5日 12月 5日 承認 

議第 54号 令和４年度美濃市一般会計補正予算（第８号） 12月 5日 12月 22日 可決 

議第 55号 
令和４年度美濃市国民健康保険特別会計補正

予算（第２号） 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 56号 
令和４年度美濃市農業集落排水事業特別会計

補正予算（第２号） 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 57号 
令和４年度美濃市下水道特別会計補正予算（第

２号） 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 58号 
令和４年度美濃市介護保険特別会計補正予算

（第３号） 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 59号 
令和４年度美濃市病院事業会計補正予算（第１

号） 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 60号 
令和４年度美濃市上水道事業会計補正予算（第

１号） 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 61号 

美濃市議会議員及び美濃市長の選挙における

自動車の使用及びポスターの作成の公営に関

する条例及び美濃市議会議員及び美濃市長の

選挙におけるビラの作成の公営に関する条例

の一部を改正する条例について 

12月 5日 12月 22日 可決 

議第 62号 
美濃市情報公開条例の一部を改正する条例に

ついて 
12月 5日 12月 22日 可決 
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議案番号 議案名 上程日 議決日 結果 

議第 63号 
美濃市個人情報の保護に関する法律施行条例

について 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 64号 
美濃市情報公開・個人情報保護審査会条例につ

いて 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 65号 
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例について 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 66号 
美濃市職員の定年等に関する条例の一部を改

正する条例について 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 67号 
美濃市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例の一部を改正する条例について 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 68号 美濃市職員の降給に関する条例について 12月 5日 12月 22日 可決 

議第 69号 
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例について 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 70号 
美濃市特別職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例について 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 71号 
美濃市職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例について 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 72号 

美濃市パートタイム会計年度任用職員の報酬、

期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例について 

12月 5日 12月 22日 可決 

議第 73号 
美濃市フルタイム会計年度任用職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例について 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 74号 
美濃市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改

正する条例について 
12月 5日 12月 22日 可決 

議第 75号 
美濃市税条例等の一部を改正する条例につい

て 
12月 5日 12月 22日 可決 



3 

 

議案番号 議案名 上程日 議決日 結果 

議第 76号 

美濃市特定公共賃貸住宅管理条例及び美濃市

営住宅管理条例の一部を改正する条例につい

て 

12月 5日 12月 22日 可決 

議第 77号 
美濃市上水道事業の設置等に関する条例の一

部を改正する条例について 
12月 5日 12月 22日 可決 

市議第３号 
美濃市議会の個人情報の保護に関する条例に

ついて 
12月 22日 12月 22日 可決 

市議第４号 
専決処分事項の指定についての一部改正につ

いて 
12月 22日 12月 22日 可決 

市議第５号 
帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化

を求める意見書 
12月 22日 12月 22日 可決 

市議第６号 
知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充

を求める意見書 
12月 22日 12月 22日 可決 

-------------------------------------------------------------------------------- 

承第 ７ 号 専決処分の承認について 

      令和４年度美濃市一般会計補正予算（第７号） 

   （内容）補 正 額      ３４４，７９１ 千円 

       補正後の額   １０，９１１，２８４ 千円 

 

議第５４号 令和４年度美濃市一般会計補正予算（第８号） 

   （内容）補 正 額      １８３，８８９ 千円 

       補正後の額   １１，０９５，１７３ 千円 

 

議第５５号 令和４年度美濃市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

   （内容）補 正 額        １，０８４ 千円 

       補正後の額    ２，６０２，２７３ 千円 

 

議第５６号 令和４年度美濃市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

   （内容）補 正 額       △１，３６４ 千円 

       補正後の額      ２３０，０８７ 千円 
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議第５７号 令和４年度美濃市下水道特別会計補正予算（第２号） 

   （内容）補 正 額      △１９，４４７ 千円 

       補正後の額      ９８１，１００ 千円 

 

議第５８号 令和４年度美濃市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

   （内容）補 正 額          ２８８ 千円 

       補正後の額    ２，１４４，６９６ 千円 

 

議第５９号 令和４年度美濃市病院事業会計補正予算（第１号） 

   （内容）         補 正 額       補正後の額    

       収益的収入   ８１，０５４ 千円 ２，７０８，３１２ 千円 

       収益的支出  １４５，４９７ 千円 ２，９４０，６６３ 千円 

議第６０号 令和４年度美濃市上水道事業会計補正予算（第１号） 

   （内容）         補 正 額       補正後の額    

       収益的支出   １５，０９３ 千円   ４００，１５１ 千円 

 

議第６１号 美濃市議会議員及び美濃市長の選挙における自動車の使用及びポスターの 

作成の公営に関する条例及び美濃市議会議員及び美濃市長の選挙における 

ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     公職選挙法施行令（令和４年政令第１７２号）の改正により、国政選挙におけ

る公営単価が引き上げられたことに準じ、美濃市議会議員及び美濃市長の選挙に

おける公営単価を改めるもの。 

   （主な改正内容） 

    １ 自動車の使用に関する公営単価の引き上げ 

     ・ハイヤーの使用（１日当たり） 

      ２３，６５０円  →  ２３，９００円 

     ・自動車の借り入れ（１日当たり） 

      ９，８００円   →  ９，９８０円 

     ・自動車の燃料（１日当たり） 

      ３，８５０円   →  ３，９２０円 

２ ポスターの作成に関する公営単価等の引き上げ 

     ・印刷費（１枚当たり） 

      ５２５円６銭   →  ５４１円３１銭 

 ・企画費（定額加算額） 

      １８５，０００円 →  １８８，４２０円 
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３ ビラの作成に関する公営単価の引き上げ 

     ・ビラの作成（１枚当たり） 

      ７円５１銭    →  ７円７３銭 

   （施行期日） 

    公布の日（条例施行日以降に告示される選挙から適用） 

 

議第６２号 美濃市情報公開条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の改正により、地方

自治体における個人情報保護制度が、条例に基づく運用から同法に基づく運用に

一元化されることから、同法における不開示情報と美濃市情報公開条例（平成１

１年美濃市条例第２８号）に規定する不開示情報の整合を図るため改正等を行う

もの。 

   （主な改正内容） 

    １ 個人情報の保護に関する法律との整合を図るため、不開示情報に関する規定

を改める。 

２ 美濃市情報公開審査会を廃止し、不服申立てがあったときは、新たに設置す

る美濃市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することとする。 

   （施行期日） 

    令和５年４月１日 

 

議第６３号 美濃市個人情報の保護に関する法律施行条例について 

   （制定趣旨） 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の改正により、令和

５年４月１日から、地方自治体における個人情報保護制度が、地方自治体ごとに

定める条例に基づく運用から同法に基づく運用に一元化されることに伴い、美濃

市個人情報保護条例（平成１１年美濃市条例第２９号）を廃止し、同法の施行に

関し必要な事項を定めるための条例を新たに制定するもの。 

   （主な制定内容） 

１ 個人情報取扱事務の届出について（第３条） 

・個人情報取扱事務を開始し、変更し、及び廃止する際に届出を要する旨並び

に届出事項を規定する。 

・届出に関する手続を規定する。 

２ 開示、訂正及び利用停止の請求書の記載事項を定めることについて、規則へ

委任する旨を規定する。（第４条、第６条、第７条） 

３ 開示請求に係る手数料を規定する。（第５条） 
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・手数料 無料 

４ 美濃市情報公開・個人情報保護審査会へ諮問することができる事由を規定す

る。（第８条） 

５ 美濃市個人情報保護条例を廃止すること及び廃止に伴う経過措置について

規定する。（附則第２条、附則第３条） 

（施行期日） 

    令和５年４月１日 

 

議第６４号 美濃市情報公開・個人情報保護審査会条例について 

   （制定趣旨） 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の改正により、個人

情報保護審査会の機能が縮小することから、運用の効率化を図るため、同審査会

を美濃市情報公開審査会と統合し、新たな諮問機関として美濃市情報公開・個人

情報保護審査会を設置するもの。 

   （主な制定内容） 

１ 情報公開制度及び個人情報保護制度における諮問機関として美濃市情報公

開・個人情報保護審査会の設置を規定する。（第２条） 

２ 審査会の調査審議事項を規定する。（第４条） 

・情報公開条例による公開決定等又は公開請求に係る不作為についての審査請

求に関する事項 

・個人情報保護法による開示決定等又は開示請求等に係る不作為についての審

査請求に関する事項 

・美濃市個人情報の保護に関する法律施行条例第８条の規定により市の機関等

が諮問する同条各号に掲げる事項 

３ 審査会の組織、委員等について（第５条～第７条） 

４ 審査会における審査手続等について（第１０条～第１５条） 

   （施行期日） 

令和５年４月１日 

 

議第６５号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例について 

   （制定趣旨） 

     地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の改正を踏まえ、定年年齢の引き

上げ、役職定年制を導入することについて関係条例の所要の改正及び廃止を行う

もの。 
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   （制定内容） 

     改正する条例 

     ・職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

・美濃市職員特殊勤務手当支給条例 

・美濃市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例 

・美濃市職員の育児休業等に関する条例 

・美濃市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

・美濃市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 

・美濃市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

・美濃市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例 

廃止する条例 

・美濃市職員の再任用に関する条例 

   （施行期日） 

    令和５年４月１日 

 

議第６６号 美濃市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の改正を踏まえ、職員の定年を引

き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を

導入するほか、所要の改正を行うもの。 

   （主な改正内容） 

１ 職員の定年を６５歳（現行は医師を除き６０歳）とする。 

２ 管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職について定める。 

３ 管理監督職勤務上限年齢は６０歳とする。 

４ 管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特

例について定める。 

５ ６０歳以上の退職者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、短時間勤務

の職に採用することができるものとする。 

６ 令和５年度から令和１２年度までの間における定年について、段階的に６５

歳まで引き上げるための経過措置を設ける。 

７ 職員が６０歳に達する日の属する年度の前年度に、当該職員に６０歳以後の

任用形態、給与及びその他必要な情報を提供し、６０歳以後における勤務の

意思を確認するよう努めることを定める。 

８ 暫定再任用職員の任用について、必要な事項を定める。 

   （施行期日） 

    令和５年４月１日 
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議第６７号 美濃市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

   （改正趣旨） 

     令和４年８月８日付け人事院勧告による国家公務員の一般職の給与に関する法

律（昭和２５年法律第９５号）の改正を踏まえ、期末手当等の規定を改正すると

ともに、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の改正による定年延長制度

の導入に伴う所要の改正を行うもの。 

   （主な改正内容） 

     特定任期付職員の期末手当支給率の改定 

期末手当支給月数を０．０５０月分引き上げる。 

      ○令和４年度（令和４年度は１２月支給分で調整） 

       ・ ６月支給期末手当 １．６２５月分 

       ・１２月支給期末手当 １．６２５月分（＋０．０５０月分） 

→１．６７５月分 

      ○令和５年度以降 

       ・ ６月支給期末手当 １．６２５月分（＋０．０２５月分） 

                  →１．６５０月分 

       ・１２月支給期末手当 １．６２５月分（＋０．０２５月分） 

                  →１．６５０月分 

     特定任期付職員の給料表の改定 

      １号給の給料月額を１，０００円引き上げる。 

      １号給 ３７５，０００円 → ３７６，０００円 

   （施行期日） 

    公布の日（ただし第２条の規定は、令和５年４月１日施行） 

    ○公布の日に施行する規定のうち、次に掲げる規定は、それぞれ定める日か 

ら適用する。 

     ・給料表の改定に関する規定      令和４年４月１日から適用 

     ・勤末手当支給率の改定のうち、 

令和４年度支給分に関する規定 

 

議第６８号 美濃市職員の降給に関する条例について 

   （制定趣旨） 

     地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の改正を踏まえ、定年延長制度を

導入するにあたり、役職定年時に管理監督職からの降任を可能とすること等を定

めるため制定するもの。 

 

令和４年１２月１日から適用 
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   （主な制定内容） 

    １ 降給の種類について規定する。 

・同一の給料表の下位の職務の級へ変更する降格 

・同一の職務級の下位の号給に変更する降号 

・６０歳に達したことを理由に管理監督職から降任等により、同一の給料表の

下位の職務の級へ変更する降級 

    ２ 役職定年による降任のほか降格の事由について規定する。 

・勤務実績不良の場合 

・心身の故障の場合 

・職務適格性の欠如と判断された場合 

・職制・定数の改廃による場合 

    ３ 降号の事由について規定する。 

・職務遂行は可能だが指導等を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状

態が改善されない場合 

   （施行期日） 

    令和５年４月１日 

 

議第６９号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

について 

   （改正趣旨） 

     令和４年８月８日付け人事院勧告による国家公務員の一般職の給与に関する法

律（昭和２５年法律第９５号）の改正を踏まえ、期末手当の規定を改正するもの。 

   （改正内容） 

     議会の議員の期末手当支給率の改定 

      期末手当支給月数を０．１００月分引き上げる。 

      ○令和４年度（令和４年度は１２月支給分で調整） 

       ・ ６月支給期末手当 ２．１２５月分 

       ・１２月支給期末手当 ２．１２５月分（＋０．１００月分） 

→２．２２５月分 

      ○令和５年度以降 

       ・ ６月支給期末手当 ２．１２５月分（＋０．０５０月分） 

→２．１７５月分 

       ・１２月支給期末手当 ２．１２５月分（＋０．０５０月分） 

→２．１７５月分 

   （施行期日） 

１ 令和４年度支給分    公布の日（令和４年１２月１日適用） 
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２ 令和５年度以降支給分  令和５年４月１日 

 

議第７０号 美濃市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     令和４年８月８日付け人事院勧告による国家公務員の一般職の給与に関する法

律（昭和２５年法律第９５号）の改正を踏まえ、期末手当の規定を改正するもの。 

   （改正内容） 

     特別職の職員の期末手当支給率の改定 

      期末手当支給月数を０．１００月分引き上げる。 

      ○令和４年度（令和４年度は１２月支給分で調整） 

       ・ ６月支給期末手当 ２．１２５月分 

       ・１２月支給期末手当 ２．１２５月分（＋０．１００月分） 

→２．２２５月分 

      ○令和５年度以降 

       ・ ６月支給期末手当 ２．１２５月分（＋０．０５０月分） 

→２．１７５月分 

       ・１２月支給期末手当 ２．１２５月分（＋０．０５０月分） 

→２．１７５月分 

   （施行期日） 

１ 令和４年度支給分    公布の日（令和４年１２月１日適用） 

２ 令和５年度以降支給分  令和５年４月１日 

 

議第７１号 美濃市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     令和４年８月８日付け人事院勧告による国家公務員の一般職の給与に関する法

律（昭和２５年法律第９５号）の改正を踏まえ、給料月額及び勤勉手当の規定を

改正するとともに、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の改正による定

年延長制度の導入に伴い所要の改正を行うもの。 

   （主な改正内容） 

    Ⅰ．国家公務員の一般職の給与に関する法律の改正を踏まえた給料月額及び勤勉

手当支給率の改定 

     １．給料表の改定 

      (１) 行政職給料表（一）のうち３０代半ばまでの職員が在職する号給につ

いて平均０．３％引き上げる。 

      (２) 民間との間に差がある大卒程度の初任給を３，０００円、高卒程度の

初任給を４，０００円引き上げる。 



11 

 

      (３) 医療職給料表（一）、（二）、（三）を行政職給料表（一）との均衡を基

本に引き上げる。 

     ２．勤勉手当支給率の改定 

       勤勉手当支給月数を０．１００月分引き上げる。 

       ○令和４年度（１２月支給分で調整） 

        ・ ６月支給分 ０．９５０月分 

        ・１２月支給分 ０．９５０月分（＋０．１００月分） 

→１．０５０月分 

       ○令和５年度以降 

        ・ ６月支給分 ０．９５０月分（＋０．０５０月分） 

→１．０００月分 

        ・１２月支給分 ０．９５０月分（＋０．０５０月分） 

→１．０００月分 

    Ⅱ．定年延長制度導入に基づく給与改正 

     １．６１歳となる年度以後の職員の給料月額を６０歳到達時の給料月額の７割

水準にする旨を規定する。 

     ２．定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額を規定する。 

   （施行期日） 

    公布の日（令和５年度以降に支給する勤勉手当に係る改正及び定年延長制度の導

入に伴う改正は、令和５年４月１日施行） 

    ○公布の日に施行する規定のうち、次に掲げる規定は、それぞれ定める日から適

用する。 

     ・給料表の改定に関する規定     令和４年４月１日から適用 

     ・勤勉手当支給率の改定のうち、 

令和４年度支給分に関する規定 

 

議第７２号 美濃市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     美濃病院に勤務し、新型コロナウイルス感染症がまん延していた状況下で医療

体制の保持に貢献した職員へ特別報酬を支給するため、改正を行う。 

   （改正内容） 

     令和４年４月１日から令和４年９月３０日までの期間中に美濃病院に勤務し、

同年１２月１日時点で引き続き勤務する職員に、医療体制保持特別報酬として当

該職員１人につき３０，０００円を支給する規定を追加する。 

 

令和４年１２月１日から適用 
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   （施行期日） 

    令和５年１月１日 

 

議第７３号 美濃市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について 

   （改正趣旨） 

     令和４年８月８日付け人事院勧告による国家公務員の一般職の給与に関する法

律（昭和２５年法律第９５号）の改正を踏まえ、給料月額の規定を改正するもの。 

   （改正内容） 

給料月額について平均０．６４％引き上げる。 

   （施行期日） 

    令和５年４月１日 

 

議第７４号 美濃市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員の処遇を

改善するための診療報酬の改定が行われたことに伴い、美濃病院に勤務する看護

師等の処遇改善を図るとともに、新型コロナウイルス感染症がまん延していた状

況下で医療体制の保持に貢献した職員へ特別手当（特殊勤務手当）を支給するた

め、改正を行う。 

   （改正内容） 

１ 美濃病院関係業務の処遇改善手当（月額）を増額する。 

給料月額の１００分の１．５ → １００分の４．５ 

２ 令和４年４月１日から令和４年９月３０日までの期間中に美濃病院に勤務

し、同年１２月１日時点で引き続き勤務する職員に、医療体制保持特別手当

として当該職員１人につき３０，０００円を支給する規定を追加する。 

   （施行期日） 

    令和５年１月１日 

 

議第７５号 美濃市税条例等の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）等が公布されたこと

に伴い、所要の改正を行うもの。 

   （主な改正内容） 

１ 納税証明書に関すること 

     ・ＤＶ被害者等に対する支援措置の申出がなされた場合に、対象者に係る証明
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書の交付の際に、住所に代わる事項の記載をすることを追加 

２ 個人市民税に関すること 

     ・給与所得者及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項に退職手

当等に係る所得を有する配偶者等の氏名を追加 

     ・住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を延長 

      令和１５年度まで → 令和２０年度まで 

     ・上場株式等の配当所得等について、課税方式を所得税と一致させるもの 

   （施行期日） 

１ 扶養親族等申告書等及び住宅借入金等特別税額控除等に関する改正  

令和５年１月１日 

２ 上場株式等の配当所得等について課税方式を所得税と一致させることに関

する改正  

令和６年１月１日 

３ 納税証明書に関する改正  

民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号）附則第１条第２号

に掲げる規定の施行の日 

 

議第７６号 美濃市特定公共賃貸住宅管理条例及び美濃市営住宅管理条例の一部を改正

する条例について 

   （改正趣旨） 

近年、身寄りがなく保証人を立てることが困難な単身高齢者等が増加している

ことなどを踏まえ、今後も住宅困窮者に対し適切に住宅の提供を行っていくため、

必要な改正を行うもの。 

   （主な改正内容） 

特定公共賃貸住宅及び市営住宅の入居手続において、提出する請書に連帯保証

人の連署を求める規定を削除する。 

   （施行期日） 

    令和５年４月１日 

 

議第７７号 美濃市上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

公営企業会計の適用の更なる推進について（平成３１年１月２５日付け総財公

第９号総務大臣通知）を踏まえ、経営成績や財務状況の明確化、弾力的な企業経

営等のため、下水道事業に地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）の全部

を適用することについて必要な関係条例の改正及び廃止を行うもの。 
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   （主な改正内容） 

１ 美濃市上水道事業の設置等に関する条例の一部改正 

・題名を「美濃市上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」に改める。 

・下水道事業（公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。）を

設置する規定を加え、同事業に地方公営企業法の全部を適用することを規定

する。 

・下水道事業の経営の規模を規定する。 

２ 関係条例の改正及び廃止 

     ・下水道事業の業務の執行者を「市長」から「管理者の権限を行う市長」へ改

める等、下水道事業に地方公営企業法の全部を適用するにあたり、関係条例

の規定の整合性を保つため、所要の改正を行う。 

・下水道事業に地方公営企業法の全部を適用することに伴い、同事業の会計が

公営企業会計となるため、美濃市特別会計設置条例を廃止する。 

   （施行期日） 

令和５年４月１日 

 

市議第３号 美濃市議会の個人情報の保護に関する条例について 

（制定趣旨） 

     議会が実施機関として規定されている美濃市個人情報保護条例（平成１１年美

濃市条例第２９号）が廃止されることに伴い、美濃市議会の個人情報の保護に関

する条例を新たに制定するもの。 

   （主な制定内容） 

１ 個人情報等の取扱いについて（第４条－第１６条） 

２ 個人情報ファイルについて（第１７条） 

３ 開示、訂正及び利用停止について（第１８条－第４３条） 

４ 審査請求について（第４４条－第４６条） 

５ 罰則について（第５３条－第５７条） 

   （施行期日） 

    令和５年４月１日 

 

市議第４号 専決処分事項の指定についての一部改正について 

   （改正趣旨） 

     美濃市営住宅管理条例及び美濃市特定公共賃貸住宅管理条例の改正に伴い、管

理上必要な訴えを迅速に行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

８０条第１項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を新

たに指定するもの。 
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   （改正内容） 

  市長が専決処分することができる事項に、市営住宅、改良住宅、特定公共賃貸

住宅及び移住促進住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関することを

加える。 

   （施行期日） 

    令和５年４月１日 

 

市議第５号 帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書 

   （内容） 

帯状疱疹は、過去に水痘に罹患した者が、加齢や過労、ストレスなどによる免

疫力の低下により、体内に潜伏する帯状疱疹ウイルスが再燃し発症するものであ

る。 

     日本人では、５０歳代から発症率が高くなり、８０歳までに３人に１人が発症

すると言われており、治療が長引くケースや後遺症として痛みなどの症状が残る

ケースもある。 

     この帯状疱疹の発症予防のために、ワクチンが有効とされているが、費用が高

額になることから接種を諦める高齢者も少なくない。 

 帯状疱疹による神経の損傷によって、その後も痛みが続く「帯状疱疹後神経痛」

と呼ばれる合併症に加え、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などを引き起こし、目や

耳に障害が残ることもあると言われている。 

     そこで、政府に対して、一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有効性等を

早急に確認し、帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接

種化を強く求める。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和４年１２月２２日 

岐阜県美濃市議会 

 

財務大臣 様 

厚生労働大臣 様 
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市議第６号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書 

   （内容） 

身体障がい者は「身体障害者福祉法」で定義され、精神障がい者は「精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律」で定義されている。ところが、知的障がい者

に関しては、「知的障害者福祉法」で知的障がい者に対する福祉サービスは規定

されているものの、知的障がい、あるいは知的障がい者の定義は規定されていな

い。 

また、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者の手帳制度について、身体

障がい者と精神障がい者の手帳は、法律に基づき交付・運営されているが、知的

障がい者の療育手帳の制度は、厚生事務次官通知に基づき各都道府県知事等の判

断により実施要項を定め、交付・運営されている。 

知的障がいについては自治体により障がいの程度区分に差があり、また各判定

機関におけるボーダーラインにも差が生じている。自閉症の方への手帳交付は、

都道府県によって対応が異なっている。 

実際に、「精神障害者保健福祉手帳」を交付するところ、「療育手帳」を交付す

るところ、その両方を交付するところ等、様々な自治体がある。 

よって、政府に対して、国際的な知的障がいの定義や、自治体の負担等も踏ま

えた判定方法や基準の在り方の検討を踏まえ、知的障がい行政・手帳制度を、国

の法律による全国共通の施策として展開することを強く求める。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和４年１２月２２日 

岐阜県美濃市議会 

 

厚生労働大臣 様 


